
●訪問看護とは 

訪問看護とは、病気や障がいがあっても、住み慣

れた地域やご家庭で、その人らしく療養生活を送

れるように看護師やリハビリスタッフがご自宅等

に訪問し看護ケアを提供するサービスです。 

サービスの提供にあたっては、自立支援と生活の

質の向上を目指し、療養生活を支援します。 

また、医師やケアマネジャー等と連携を図り様々

な在宅ケアサービスの使い方を提案します。必要

に応じて理学療法士、作業療法士が訪問します。 

 
●対象者 

〈医療保険〉 

① 40 歳未満 
② 40 歳以上 65歳未満の 16 特定疾病以外の方 
③ 65 歳以上で、要介護認定を受けていない方 

〈介護保険〉 

① 要支援 1‐2、要介護 1‐5 
② 40 歳以上 65歳未満の 16 特定疾病の方 

※要介護者等であっても、難病や悪性腫瘍等のご
病気により医療保険対象となる場合があります 

 

●訪問看護を利用するには 

年齢に関係なく介護保険や医療保険により利用で

きますが、利用には主治医の指示が必要となりま

す。 

まずは主治医またはケアマネジャー、当訪問看護
ステーションにご相談ください 

 

 ●ご案内 
名称 湯布院病院附属訪問看護ステーション 

事業所

番号 
（介護）4461390033         

（医療）1390033 

営業日 
月曜日～金曜日 ８：３０～１７：１５ 

※希望利用者は３６５日２４時間対応可能です 

休日 土・日・祝日・年末年始（１２/３１～１/3） 
業務案内 在宅訪問看護（リハビリ含む） 

相談受付

時間 
月曜日～金曜日 ８：３０～１７：１５ 

所在地 

〒879‐5193 

大分県由布市湯布院町川南 252 

地域医療機能推進機構 湯布院病院 

℡・fax：0977‐84‐3880 

 

●このような時こそ相談ください 

✓病気の悪化を防ぎたい 

✓退院することになったけど、     
家での生活が不安 

✓最後まで自宅で過ごしたい     
（過ごさせてあげたい）  

✓家で療養したい（させたい）が    
家族だけでは難しい 

✓点滴や処置、リハビリテーション   
が必要で退院できない 

●訪問エリア 

通常のサービス提供地域は由布市湯布院町   
となります 

九重町・庄内町にお住まいの方も、      
ご相談ください 

 

 

湯布院病院附属 

訪問看護ステーション 

 

「病気や障害があっても、自宅で安心して
過ごしたい」 

「自分らしく暮らしたい」 

当訪問看護ステーションは在宅療養者、ご
家族様の思いに寄り添いお手伝いします。 

ご利用者様・ご家族様が安心して自宅で過
ごせるように環境を整え、質の高い看護、 
リハビリテーションを提供いたします。 

 

 

 

 



 

 

 

●健康症状観察 

・ 全身状態の観察 

・ 血圧、体温、酸素飽和度の測定 

・ 気になる症状や変わったことがないか
などお聞きします 

●療養上のお世話 

・ 入浴介助 

・ 全身清拭、手・足浴、洗髪 

・ 口腔ケア 

・ 食事介助・指導 

・ 排泄介助・指導 

・ お住いの療養環境の調整と 
支援アドバイス 

●認知症・精神疾患・難病の看護 

・ 利用者と家族の相談 

・ 対応方法の助言 

・ 内服管理 

 

 ●医療処置・医療機器管理 

・ 点滴、カテーテル管理 

・ 床ずれ、創傷の処置、予防指導 

・ 在宅酸素、人工呼吸器等の医療機器 
装置の方の看護 

・ 吸引、吸引指導 

・ 排泄管理 
自己導尿 
人工肛門 
人工膀胱 
浣腸・摘便等 

 
 
 
 
●在宅での看取り支援 

・ 医師と連携し痛みや苦痛を緩和する支
援をします。 

・ 緊急時連絡体制あり 

・ 本人・家族に対する精神的支援 

・ 看取り体制の相談や支援 

●病状や体調の急な変化への対応 

・ 24 時間の緊急連絡体制 

・ 必要時・緊急時の訪問 

 ●ご家族等への介護支援・相談 

・ 日常の生活相談 

・ 介護・介助に関する相談 

・ 不安やストレスの相談 

・ 介護用品の相談 

・ 介護者の休養に関する相談など 

●リハビリテーション支援 

・ 日常生活動作の改善、転倒の予防な
どを目指した運動や動作の練習 

・ 生活不活発の予防に向けた過ごし方
の提案 

・ 住環境と身体機能に合わせた福祉用
具、住宅改修の調整・提案 

・ 自分らしく生きるための工夫の提案
(例)家事動作、外出、畑仕事の練習

     


